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答申に関する修正部分一覧 

基本構想 

 ２ 計画の構成 ■ 基本構想 

【変更前】 

計画期間は、平成３２年度（２０２０年度）までの１０年間です。 

【変更後】 

計画期間は、平成２３年度（２０１１年度）から平成３２年度（２０２０年度）までの１

０年間です。 

２ 計画の構成 ■ 基本計画 

【変更前】 

ここでは、平成２７年度（２０１５年度）までの５年間を計画期間とした「前期計画」を

定めています。 

【変更後】 

ここでは、平成２３年度（２０１１年度）から平成２７年度（２０１５年度）までの５年

間を計画期間とした「前期計画」を定めています。 

 ３ 目標人口 

【変更前】 

本市の人口は減少傾向にあり、・・・平成３２年（２０２０年）における本市の総人口は、

約３４，０００人に減少すると予測されています。 

【変更後】 

本市の人口は減少傾向にあり、・・・平成３２年（２０２０年）における本市の総人口は、

約３４，０００人に減少し、高齢化率は４５．４％に増加すると予測されています。 

 ４ 将来都市像 Ⅰ 将来都市像と方向性 

【変更前】 

観光ニーズが変化し多様化する中で、熱海の持っている資源や魅力を見直し、新たな観光・

湯治スタイルにより経済活性化の取り組みが求められています。 

【変更後】 

観光ニーズが変化し多様化する中で、熱海の持っている資源や魅力を見直し、体験型観光

や健康と温泉を結ぶような新たな観光・湯治スタイルにより経済活性化の取り組みが求め

られています。 

 ４ 将来都市像 Ⅰ 将来都市像と方向性 

【変更前】 

温暖な気候と温泉に恵まれた熱海は、自然の恵みによって発展してきたまちでもあります。

【変更後】 

温暖な気候と温泉に恵まれた熱海は、自然の恩恵によって発展してきたまちでもあります。
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４ 将来都市像 Ⅰ 将来都市像と方向性 

【変更前】 

以上のような多くの課題に取り組み、改善しながら、地域資源の恵みに感謝し、熱海に誇

りを持って、市民による市民のためのまちづくりを進め、豊かな暮らし、ゆったりと和ら

ぎ、本市の目指す将来都市像を次のように掲げます。 

【変更後】 

以上のような多くの課題に取り組み、市民のためのまちづくりを市民と行政の協働で進め、

地域資源の恵みに感謝し、市民が熱海に誇りを持って豊かに暮らし、訪れる人々を市全体

で温かく迎えるまち「楽園都市 熱海」を目指し、本市の将来都市像を次のように掲げま

す。 

４ 将来都市像 Ⅰ 将来都市像と方向性 

【変更前】 

住むひとに誇りを 訪れるひとに感動を 誰もが輝く楽園都市 熱海 

【変更後】 

住むひとが誇りを 訪れるひとに感動を 誰もが輝く楽園都市 熱海 

４ 将来都市像 Ⅰ 将来都市像と方向性 

【変更前】 

そして、その取り組む創造を『豊かなくらしの創造』・・・対応していきます。 

【変更後】 

（「Ⅱ ３つの創造と取り組む柱」及び「Ⅲ 将来都市像実現のための推進力」の冒頭部分

に移動） 

 ４ 将来都市像 Ⅱ ３つの創造と取り組む柱 １.豊かなくらしの創造 

【変更前】 

Ⅱ ３つの創造と取り組む柱 

１．豊かなくらしの創造 

【変更後】 

Ⅱ ３つの創造と取り組む柱 

将来都市像の実現に向けた取り組みを「豊かなくらしの創造」・「賑わいと癒しの創造」・

「人と自然が共生する社会の創造」とし、それぞれの施策の柱を掲げます。 

１． 豊かなくらしの創造 

４ 将来都市像 Ⅱ ３つの創造と取り組む柱 １.豊かなくらしの創造 

【変更前】 

それは、熱海の持つ・・・また、暮らしに魅力を感じ「住んでみたい」と思う人々が増え

る環境の整ったまちとなることです。 

【変更後】 

それは、熱海の持つ・・・また、暮らしに魅力を感じ「住んでみたい」と思う人々が増え

る環境の整ったまちとなることです。 

さらに、温泉の利用最適化の研究を進め、全ての市民が温泉の恩恵を享受できる環境を

目指します。 
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 ４ 将来都市像 Ⅱ ３つの創造と取り組む柱 ２.賑わいと癒しの創造 

【変更前】 

風光明媚、気候温暖にして、質・量共に豊富な温泉など多くの地域資源を有している熱海

は、その昔から湯治場として栄えてきました。 

【変更後】 

風光明媚、気候温暖にして、質・量共に豊富な温泉など多くの地域資源を有している熱海

は、その昔から湯治場としても栄えてきました。 

 ４ 将来都市像 Ⅱ ３つの創造と取り組む柱 ２.賑わいと癒しの創造 

【変更前】 

広域観光圏の取り組みや、・・・現代の湯治場を創造し、訪れた人が「長く滞在したい」「ま

た来たい」と感じる「くつろげる」環境を整え、多くの人が保養に訪れる、世界に開かれ

た観光都市を目指します。 

【変更後】 

広域観光圏の取り組みや、・・・現代の湯治場を創造し、訪れた人が「長く滞在したい」「ま

た来たい」「くつろげる」と感じる環境を整えるとともに国際観光地づくりを推進し、外国

人観光客を含む多くの人が保養に訪れる、世界に開かれた観光都市を目指します。 

４ 将来都市像 Ⅲ 将来都市像実現のための推進力 

【変更前】 

Ⅲ 将来都市像実現のための推進力 

１．市民の力 

【変更後】 

Ⅲ 将来都市像実現のための推進力 

将来都市像を実現するための推進力として、市民や産業のエネルギーを「市民の力」、「産

業の力」、目標実現に向けた様々な施策を展開する上で必要になる行政のあり方を「行政

の力」と位置付けました。 

１. 市民の力 
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前期基本計画 

 １．生活・福祉部門 計画概要 

【変更前】 

市民一人ひとりが地域社会の一員として豊かに生きることができるようにするため、・・・

【変更後】 

地域福祉については市民一人ひとりが地域社会の一員として豊かに生きることができるよ

うにするため、・・・ 

１．生活・福祉部門 計画概要 

【変更前】 

児童福祉については、*合計特殊出生率（解説 P.96）が低下するなか、地域全体で子ども

を産み育てやすい環境をつくるため、地域子育て支援拠点の整備や地域性を考慮した保育

サービスの充実をはじめ、安心して子育てができるやさしいまちづくりを推進する。 

【変更後】 

児童福祉については、安心して子どもを産み育てることができるよう、地域子育て支援

拠点の整備や地域性を考慮した保育サービスを充実するとともに、地域全体で子どもの

見守りができる環境整備を進め、子育てにやさしいまちづくりを目指す。 

１．生活・福祉部門 計画概要 

【変更前】 

障がい福祉については、障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、

サービスや支援体制を充実するとともに社会参加を促進するための地域交流を支援する。

【変更後】 

障がい福祉については、障がいのある人が、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、

身近な相談窓口の設置や就労支援、種々のサービス情報の提供を進めるとともに、社会参

加を促進するための地域交流を支援する。 

１．生活・福祉部門 計画概要 

【変更前】 

高齢者福祉については、高齢者が健康でいきいきと生活することができるよう、豊富な経

験と知識を生かした子育て支援など、新たな分野においても活躍できるよう支援するとと

もに、多様化するニーズを把握し、新たな福祉サービスの導入やいつまでも健康に過ごせ

るよう、誰もが参加できる介護予防事業を推進する。 

【変更後】 

高齢者福祉については、高齢者が健康でいきいきと生活できるよう、長年培った豊富な経

験と知識を生かした生きがいづくりの支援や身近な相談窓口の設置など、「福祉」と「介護」

の充実を図り、住み慣れた地域で安心して共にささえあうまちづくりを目指す。 
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１．生活・福祉部門 計画概要 

【変更前】 

地域医療については市民一人ひとりが、地域で安心して医療が受けられるよう関係機関と

の連携を強化していく。 

【変更後】 

地域医療については市民一人ひとりが、地域で安心して医療が受けられるよう関係機関と

の連携をさらに強化していく。 

 １．生活・福祉部門 【１】［１］｛１｝共に支えあい、やさしい絆（きずな）と笑顔あ

ふれるまちづくり（現状と課題） 

【変更前】 

高齢者福祉や障がい福祉、児童福祉などの様々な制度に関する相談窓口が整備されつつある

が、当事者が悩みを抱え込まないように、身近に相談できる体制づくりが必要である。 

【変更後】 

高齢者福祉や障がい福祉、児童福祉などの様々な制度に関する相談窓口が整備されつつあ

るが、当事者が悩みを抱え込まないように、身近で気軽に相談できる体制づくりが必要で

ある。 

１．生活・福祉部門 【１】［１］｛１｝共に支えあい、やさしい絆（きずな）と笑顔あ

ふれるまちづくり（１）互いに支えあう人づくり・組織づくり・交流の場づくり 

【変更前】 

１．地域福祉を推進していくため、民生委員・児童委員などの活動を支援するとともに、地

域を支えるボランティアの育成を社会福祉法人熱海市社会福祉協議会とともに進める。 

【変更後】 

１．地域福祉を推進していくため、民生委員・児童委員などの活動を支援するとともに、地

域を支える人づくりを社会福祉法人熱海市社会福祉協議会とともに進める。 

１．生活・福祉部門 【１】［１］｛１｝共に支えあい、やさしい絆（きずな）と笑顔あ

ふれるまちづくり（１）互いに支えあう人づくり・組織づくり・交流の場づくり 

【変更前】 

３．高齢者、障がいのある人、子育て支援など、全ての地域福祉活動が充実して行えるよう、

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会を中心とした体制づくりを支援する。 

【変更後】 

３．高齢者、障がいのある人、子育て支援など、全ての地域福祉活動が充実して行えるよう、

地域福祉事業を展開している社会福祉法人熱海市社会福祉協議会を中心とした体制づくり

を支援する。 
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１．生活・福祉部門 【１】［１］｛１｝共に支えあい、やさしい絆（きずな）と笑顔あ

ふれるまちづくり（１）互いに支えあう人づくり・組織づくり・交流の場づくり 

【変更前】 

４．地域福祉の担い手となる住民が、気軽に集い、情報交換できる場が必要であるため、様々

な既存施設や地域の資源を有効に活用し、地域福祉活動の拠点整備を支援する。 

【変更後】 

４．地域福祉の担い手となる住民が、気軽に集い、情報交換できる場が必要であるため、様々

な既存施設や地域の資源を有効に活用した地域交流の場づくりを支援する。 

１．生活・福祉部門 【１】［１］｛１｝共に支えあい、やさしい絆（きずな）と笑顔あ

ふれるまちづくり（２）誰もが気軽に相談できる体制づくり 

【変更前】 

２．民生委員・児童委員への情報提供や研修会を定期的に実施し、地域における見守りや誰

もが身近に相談できる支援体制を強化する。 

【変更後】 

２．身近な相談員でもある民生委員・児童委員への情報提供や研修会を定期的に実施し、地

域における見守りや誰もが気軽に相談できる支援体制を強化する。 

１．生活・福祉部門 【１】［２］｛１｝夢と希（のぞみ）あふれる、子育てにやさしい

まちづくり（２）保育サービスの充実 

【変更前】 

２．多様化する幼児教育、保育ニーズに対応するため、幼稚園と保育園が柔軟に連携し、地

域の子育て支援の中核としての機能充実を推進する。 

【変更後】 

２．多様化する幼児教育、保育ニーズに対応するため、幼稚園と保育園が柔軟に連携し、地

域の子育て支援の中核としての機能を充実する。 

１．生活・福祉部門 【１】［２］｛１｝夢と希（のぞみ）あふれる、子育てにやさしい

まちづくり（２）保育サービスの充実 

【変更前】 

３．園児の安全を確保するため、保育園の施設環境整備の充実と改善に取り組む。 

【変更後】 

３．園児の安全を確保するため、保育園の施設環境の整備と改善に取り組む。 

２．安全・環境部門 計画概要 

【変更前】 

また、市民主体の安全・安心なまちづくりを実現するためには、・・・防犯意識の向上につ

なげていかなければなりません。 

【変更後】 

また、市民主体の安全・安心なまちづくりを実現するためには、・・・防犯意識の向上につ

なげていかなければならない。 
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２．安全・環境部門 計画概要 

【変更前】 

災害対策については、災害時の迅速な対応が必要であることから、医療機関や消防団、災

害ボランティア等との連携を進め、防災体制を強化する。また、地域の実情に即した、実

践的な防災訓練の実施と防災講演会や出前講座を行い自主防災会の強化育成に努め、過去

の災害の教訓から、建物の耐震化や家具の固定化を促進することにより被害の軽減化を図

る。さらに、高齢者や障がいのある人などの災害時要援護者の把握に努め、早期避難態勢

を確立するとともに、観光客が安心して過ごすことができるよう、緊急時の一時避難場所

や食糧などを確保するため、旅館・ホテルとの協力体制を推進しなければならない。 

【変更後】 

防災については、災害時の迅速な対応が必要であることから、関係機関との連携を進め、

防災体制を強化する。また、実践的な防災訓練の実施や出前講座などを行い自主防災会の

強化育成に努め、過去の災害の教訓から、建物の耐震化や家具の固定化の促進により被害

の軽減化を図る。さらに、災害時要援護者の把握に努め、早期避難態勢を確立するととも

に、観光客が安心して過ごすことができるよう、緊急時の一時避難場所や食糧などを確保

するため、旅館・ホテルとの協力体制を推進する。 

 大災害や大事故、感染症等の危機事案に対しては、被害を防止・軽減するため危機管理

指針を策定する。 

２．安全・環境部門 計画概要 

【変更前】 

火災予防については、住宅火災による高齢者の被害を軽減するため、高齢者世帯宅の防火

訪問や住宅用火災警報器の設置を更に推進する。 

消防活動については、災害や事故の多様化、大規模化に的確に対応するためには、出動体

制、消防車両、専門要員の確保等が必要となることから、近隣市町との消防救急の広域化

を進める。 

救急活動については、救命率の向上を図るため、*ＡＥＤ（解説 P.94）普及講習会の開催、

救急救命士の養成や医療機関との連携の強化を推進する。 

【変更後】 

消防・救急活動については、住宅火災による高齢者の被害を軽減するため、高齢者世帯宅

の防火訪問や住宅用火災警報器の設置を更に推進し予防対策を図るとともに、災害や事故

の多様化、大規模化に的確に対応するためには、出動体制、消防車両、専門要員の確保等

が必要となることから、近隣市町との消防救急の広域化を進める。 

また、救命率の向上を図るため、*ＡＥＤ（解説 P.94）普及講習会の開催、救急救命士の

養成や医療機関との連携の強化を推進する。 
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２．安全・環境部門 計画概要 

【変更前】 

防犯対策については、情報技術の進歩により、インターネット等を利用した新たな犯罪が

増加しているため、市民への十分な情報提供や相談体制を充実する。また、高齢者や子ど

もが犯罪に巻き込まれないよう、地域による防犯活動や防犯教育を推進し、犯罪のないま

ちづくりに努める。 

交通安全対策については、飲酒運転の根絶や交通ルールの遵守など、交通安全意識の啓発

活動を推進するとともに、高齢者や子どもに対し交通安全教育を充実する。また、交通事

故を未然に防ぐため交通安全施設の整備など、交通環境の改善に努める。 

【変更後】 

防犯・交通安全については、情報技術の進歩により、インターネット等を利用した新たな

犯罪が増加しているため、市民への十分な情報提供や相談体制を充実する。また、高齢者

や子どもが犯罪に巻き込まれないよう、地域による防犯活動や防犯教育を推進し、犯罪の

ないまちづくりに努める。 

飲酒運転の根絶や交通ルールの遵守など、交通安全意識の啓発活動を推進するとともに、

高齢者や子どもに対し交通安全教育を充実する。また、交通事故を未然に防ぐため交通安

全施設の整備など、交通環境の改善に努める。 

２．安全・環境部門 計画概要 

【変更前】 

環境問題については、日常生活と深く関わっていることから、市民一人ひとりが、大量消

費、大量廃棄型の生活から、省エネ、省資源、再利用などを心掛けた環境にやさしい循環

型の生活様式に変えていくよう市民に啓発するとともに、太陽光発電等の新エネルギー導

入の推進などにより、*低炭素社会（解説 P.98）の構築を目指す。 

【変更後】 

環境保全については、日常生活と深く関わっていることから、市民一人ひとりが、大量消

費、大量廃棄型の生活から、省エネ、省資源、再利用などを心掛けた環境にやさしい循環

型の生活様式に変えていくよう市民に啓発するとともに、太陽光発電等の新エネルギー導

入の推進などにより、*低炭素社会（解説 P.98）の構築を目指す。 

２．安全・環境部門 【１】［１］｛１｝災害対策（５）地震に強いまちづくり 

【変更前】 

３．避難場所となる公共施設の耐震性の強化を進めるとともに、防災の拠点となる庁舎の耐

震化を図る。 

【変更後】 

３．避難場所となる公共施設の耐震性の強化を進めるとともに、防災の中心拠点となる庁舎

の耐震化を図る。 
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２．安全・環境部門 【１】［２］｛２｝消防活動（２）消防体制の充実と強化 

【変更前】 

３．多様化する消防救急業務に対応するため、広域における消防救急体制の充実に努める。

【変更後】 

３．多様化する消防救急業務に対応するため、近隣市町との*消防相互応援協定に基づく消

防救急体制の充実に努める。 

（用語解説に追加） 

消防相互応援協定 

消防組織法第３９条に基づき、火災その他の災害及び救急事故が発生した場合、相互間の

消防力を活用し、災害の被害を最小限度に防止することを目的に締結する協定で現在、湯

河原町・伊東市・田方地区と締結している。 

２．安全・環境部門 【１】［３］｛１｝犯罪防止対策（１）防犯意識の高揚 

【変更前】 

２．振り込め詐欺や個人情報流出による犯罪に対処するため、十分な情報の提供や相談体制

の充実を図る。 

【変更後】 

２．振り込め詐欺や個人情報流出による犯罪に対処するため、十分な情報の提供や相談体制

を充実し、特に高齢者への啓発活動を強化する。 

２．安全・環境部門【１】［４］｛１｝かしこい消費者（１）消費者教育の充実 

【変更前】 

２．消費生活に関する正しい知識を身につけ、適切な消費行動をとることができる教育・啓

発事業の推進を図る。 

【変更後】 

２．消費生活に関する正しい知識を身につけ、*クーリング・オフなどの適切な消費行動を

とることができる教育・啓発事業の推進を図る。 

（用語解説に追加） 

クーリング・オフ 

冷静な判断ができないまま契約してしまいがちな販売方法や、悪質商法から、消費者を守

る制度で、一定期間内に書面で通知すれば無条件で契約解除できるというもの。 

２．安全・環境部門【２】［１］ 

【変更前】 

［１］環境問題 

【変更後】 

［１］環境保全 
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２．安全・環境部門【２】［１］｛１｝環境保全対策（現状と課題） 

【変更前】 

化石エネルギーに依存した現在の社会から脱却し、「*低炭素社会（解説 P.124）づくり」

を進めることが必要となっている。 

【変更後】 

石油や石炭などの化石燃料に依存した現在の社会から脱却し、「*低炭素社会（解説 P.124）

づくり」を進めることが必要となっている。 

２．安全・環境部門【２】［２］｛２｝ごみ・し尿処理対策（１）ごみをつくらない工夫 

【変更前】 

２．販売業者の協力を得て、マイバッグの買い物客に対するサービスの強化など、*「マイ

バック運動」の普及に努める。 

【変更後】 

２．販売業者の協力を得て、レジ袋の無料配布の廃止など、*「マイバック運動」の普及に

努める。 

３．教育・文化【１】［２］｛１｝地域社会の教育力（２）家庭・地域・学校の連携 

【変更前】 

３．地域安全コミュニティ会議の活動を通じ、温かい言葉や雰囲気が漂う、安全なまちづく

りを推進する。 

【変更後】 

３．地域安全コミュニティ会議の活動を通じ、温かい言葉や雰囲気が漂う安全なまちづくり

のために、あいさつ・声掛け運動を推進する。 

３．教育・文化【１】［４］｛１｝幼児教育の充実（１）幼児教育の推進 

【変更前】 

６．幼児教育、保育のニーズが多様化する中で、地域の幼児教育の中核としての機能充実を

図り、子育て支援を推進する。 

【変更後】 

６．幼児教育、保育のニーズが多様化する中で、幼稚園・保育園は地域の幼児教育の中核と

しての機能充実を図り、子育て支援を推進する。 

４．観光・産業【１】［１］｛３｝賑わいあふれる観光（２）温泉情緒の演出 

【追加】 

４．街に賑わいをもたらし、観光産業を支える芸妓組合や飲食関係組合等への支援をする。

４．観光・産業【２】［２］｛１｝農林業の振興（２）地元特産物の生産促進とブランド  

  化 

【変更前】 

５．教育機関と連携を図り、地元の特産物を使用した食育教育を実施する。  

【変更後】 

５．学校給食への食材供給や農産物の収穫体験を通じた食育教育を推進する。 
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５．都市基盤【２】［３］｛２｝地域公共交通の活性化（現状と課題） 

【変更前】 

地球温暖化の環境に与える影響を減らすために、バスや鉄道をはじめとする公共交通機関

の利用が求められている。 

【変更後】 

地球温暖化の環境に与える影響を減らすために、公共交通機関であるバスやタクシー、

鉄道の利用が求められている。 

５．都市基盤【２】［３］｛２｝地域公共交通の活性化（２）利便性の向上 

【変更前】 

３．交通空白地域、交通不便地域への対応は、バス事業者等と協調しながら全市的な実体を

調査し、運行方法を検討する。 

【変更後】 

３．交通空白地域、交通不便地域への対応は、バス及びタクシー事業者と協調しながら全市

的な実態を調査し、運行方法を検討する。 

５．都市基盤【２】［４］｛１｝情報化への対応（２）ネットワークの充実 

【変更前】 

２．情報ネットワークを活用し、各種行政サービスを総合的、複合的に提供するワンストッ

プサービス（解説Ｐ．１２６）や公共施設・コンビニ等で各種証明書を発行できるように

検討し、利便性の高い公共サービスを目指す。 

【変更後】 

２．情報ネットワークを活用していく中で、公共施設・コンビニ等で各種証明書を発行でき

るように検討し、利便性の高い公共サービスを目指す。 

５．都市基盤【２】［４］｛１｝情報化への対応（３）セキュリティ対策の充実 

【追加】 

２．個人情報の一層の保護に向け、市が保有する個人情報の適正な取扱いの徹底に努める。

５．都市基盤【２】［４］｛１｝情報化への対応（３）セキュリティ対策の充実 

【追加】 

３．不正アクセスに対応するため、情報の取り扱いを厳密に行うとともに漏洩対策を強化す

る。 

６．計画推進【１】［２］｛１｝市民参加による市政の推進（現状と課題） 

【変更前】 

市民参加による市政の推進を図るには、市民と行政が互いに行政情報を共有できる仕組み

が必要となる。このため、本市では情報公開制度の条例を制定し市民に開示請求権を保障

するなど、情報提供を推進している。 

【変更後】 

市民と行政が互いに行政情報を共有できる仕組みを通して、市民参加による市政の推進を

図る必要がある。このため、本市では情報公開制度の条例を制定し市民に開示請求権を保

障するなど、情報提供を推進している。 
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６．計画推進【１】［２］｛１｝市民参加による市政の推進（２）積極的な情報公開の推 

  進 

【変更前】 

（２）積極的な情報公開の推進と個人情報の保護 

【変更後】 

（２）積極的な情報公開の推進 

６．計画推進【１】［２］｛１｝市民参加による市政の推進（２）積極的な情報公開の推 

  進 

【変更前】 

３．個人情報の一層の保護に向け、市が保有する個人情報の適正な取扱いの徹底に努める。

【変更後】 

３．個人情報の一層の保護に向け、市が保有する個人情報の適正な取扱いの徹底に努める。

（再掲） 

６．計画推進【１】［２］｛１｝市民参加による市政の推進（２）積極的な情報公開の推 

  進 

【削除】 

４．不正アクセスに対応するため、情報の取り扱いを厳密に行うとともに漏洩対策を強化

する。 

６．計画推進【２】［１］｛１｝効率的な行財政運営（２）効率的な事務事業の推進 

【変更前】 

１．市民の利便性や事務の効率化を図るため、情報通信技術の進展に対応した行政情報の電

子化を推進し、事務処理能力や情報発信能力を向上させる。 

【変更後】 

１．市民の利便性や事務の効率化を図るため、各種行政サービスを総合的、複合的に提供す

るワンストップサービス（解説Ｐ．１２６）について検討するとともに、情報通信技術の進

展に対応した行政情報の電子化を推進し、事務処理能力や情報発信能力を向上させる。 

６．計画推進【２】［１］｛１｝効率的な行財政運営（３）組織・機構の改革 

【変更前】 

２．限られた職員数で効率的に業務を遂行するため、事務分掌の見直しや従来の枠にとらわ

れないフラットな組織と柔軟な機構を構築していく。 

【変更後】 

２．限られた職員数で効率的に業務を遂行するため、事務分掌の見直しや従来の枠にとらわ

れないフラットな組織（解説Ｐ．１２５）と柔軟な機構を構築していく。 

（用語解説に追加） 

フラットな組織 

職員の階級を圧縮することによって命令機構を早くする職のフラット化及び係課制を室

制・班制にし、情報共有して係の壁をなくす組織上のフラット化を指す。 
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６．計画推進【２】［１］｛１｝効率的な行財政運営（５）自主・自立的な市政運営への 

取り組み 

【削除】 

４．地域主権型社会において地方都市間競争に対応するため、本市の魅力や価値の向上を

図り地域経済の活性化を推進するシティプロモーションを展開する。 

６．計画推進【２】［１］｛１｝効率的な行財政運営（６）シティプロモーションの推進 

【追加】 

（６）シティプロモーションの推進 

１．地域主権型社会において地方都市間競争に対応するため、本市の魅力や価値の向上を図

り地域経済の活性化を推進するシティプロモーションを展開する。 

 

その他 

用語解説の解説すべき文言には、掲載されている本文のページ数を全て掲載する。 

 

 
 


